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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月2日(2008.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体収容チャンバ（１０１）と、
　前記流体収容チャンバを貫通し、少なくとも１つの貫通したテーパー状開口（１１２）
がある少なくとも１つの第１の導管（１０２）と、
　前記流体収容チャンバに作動的に接続された第２の導管（１０３）と
を備える剪断混合装置（１００）。
【請求項２】
　貫通するオリフィス（１１６）があり、前記第１の導管を取り囲む二次障壁（１１３）
をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記二次障壁の前記オリフィスの直径が、前記第１の導管の外面でのテーパー状開口の
直径より小さい、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　複数の第１の導管が、前記収容チャンバを貫通し、各導管には、少なくとも１つの貫通
するテーパー状開口があり、前記第１の導管の各々が、前記流体収容チャンバに作動的に
接続された、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１の導管の外面上の前記開口の開きが、前記導管の内面上の前記開口の開きより
大きい、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記開口の前記テーパーが、０度より大きく９０度より小さい範囲の少なくとも１つの
角度を有する、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記角度が、前記第１の導管の表面に垂直な平面に対して決定される、請求項６に記載
の装置。
【請求項８】
　前記角度が、前記開口の中心軸に対して決定される、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記開口の軸が、前記第１の導管の表面に対して、０度より大きく９０度より小さい範
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囲の角度をなす、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１の導管が、複数の貫通するテーパー状開口を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１の導管が、複数のテーパー状開口を備え、前記開口は該開口の開きの最も大き
な寸法に等しい厚みをもつ平面に含まれた、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記平面が、前記第１の導管の中心軸に垂直である、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１の導管が、複数列のテーパー状開口を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記テーパー状開口の開口数、サイズ、および間隔により、前記開口にかかる圧力を過
度に損失することなく、流体が高速に混合される、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　少なくとも１つのテーパー状開口（１１２）がある少なくとも１つの第１の導管（１０
２）を通って第１の流体を通過させるステップと、前記少なくとも１つのテーパー状開口
（１１２）を通って前記第１の導管（１０２）内に第２の流体を通過させるステップと、
前記第１の導管（１０２）において前記第１および第２の流体を混合させるステップとを
含む混合方法。
【請求項１６】
　貫通するオリフィス（１１６）があり、前記第１の導管を取り囲む二次障壁（１１３）
を通って前記第２の流体を通過させるステップをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記二次障壁の前記オリフィスの直径が、前記第１の導管の外面でのテーパー状開口の
直径より小さい、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　複数の第１の導管が、前記収容チャンバを貫通し、各導管には、少なくとも１つの貫通
するテーパー状開口があり、前記第１の導管の各々が、前記流体収容チャンバに作動的に
接続された、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の導管の外面上の前記開口の開きが、前記導管の内面上の前記開口の開きより
大きい、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記開口の前記テーパーが、０度より大きく９０度より小さい範囲の角度を有する、請
求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　前記角度が、前記第１の導管の表面に垂直な平面に対して決定される、請求項２０に記
載の方法。
【請求項２２】
　前記角度が、前記開口の中心軸に対して決定される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記開口の軸が、前記第１の導管の表面に対して、０度より大きく９０度より小さい範
囲の角度をなす、請求項１５に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１の導管が、複数の貫通するテーパー状開口を備える、請求項１５に記載の方法
。
【請求項２５】
　前記第１の導管が、複数のテーパー状開口を備え、前記開口は該開口の開きの最も大き
な寸法に等しい厚みをもつ平面に含まれた、請求項１５に記載の方法。
【請求項２６】
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　前記第１の導管が、複数列のテーパー状開口を備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記テーパー状開口の開口数、サイズ、および間隔により、前記開口にかかる圧力を過
度に損失することなく、流体が高速に混合される、請求項１５に記載の方法。
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